
指定管理者候補者選定基本調書

団体応募団体 1 （　　社会福祉法人川口市社会福祉事業団　　　　）

無し

所管課 子ども部青少年対策室

２　募集概要・応募状況

募集要旨
【導入目的】

民間事業者等が有するノウハウを活用し、児童健全育成を図るうえで必要な事業を創
意工夫し、より高品質で市民満足度の高いサービスを提供することを目的に、指定管
理者候補者を募集するもの。

（参考）前指定期間 19,843,000円
指定管理料

１　施設概要

施設名称 川口市立南平児童センター

設置目的

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく児童厚生施設で、児童に健全な遊びを
与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的としている。

所在地 川口市末広３丁目７番２１号 

【年額】 28,710,000円

利用料金

指定期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） ５期目

選定種別
公募

構造規模

建物規模
敷地面積　　1,322.37㎡(全体)
建築面積　　426.17㎡　(２階部分・入口階段含む)
建物構造　　鉄筋コンクリート造２階建て
施設内容　　集会室（92.36㎡）　　遊戯室（42.66㎡）
　　　　　　　　図書室（39.22㎡）　　乳幼児室（41.76㎡）
    　　　　　　事務室（34.36㎡）　　相談室（30.24㎡）
  　　　　　　　入口階段、トイレ､倉庫等（145.57㎡）
    　　　　　　屋上広場（203.95㎡）
    　　　　　　その他　1階　南平たたら荘・南平保健ステーション
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法人の事業 高齢者・障害者・母子児童のための施設運営等

役員の状況 理事長1名、常務理事1名、理事8名、監事2名

３　子ども部専門委員会における選定結果

494

【選定理由】

指定管理料 28,710,000円

専門委員会における
審査点数

代　表　者 理事長　池田　誠

主な業種 福祉サービス

法人の目的 川口市が設置し社会福祉施設を効率的に経営するとともに、川口市の福祉の増進に寄与する。

第一位指定管理者候補者

名　　称 社会福祉法人川口市社会福祉事業団

所　在　地 埼玉県川口市大字赤井1055番地

第一次審査 第二次審査

　 川口市立南平児童センターの指定管理者候補者の選定にあたり、施設の設置目的や役割を十分
理解し、児童健全育成の場として適切に管理運営できる者を選定するため、提出資料及びプレゼン
テーションによる審査を行った。
 　評価は５名の選定委員により、施設の運営方針、人的・物的な能力、法人の現状など９分野２６項
目について審査を行ったところ、６５０点満点中「社会福祉法人川口市社会福祉事業団」が４９４点と
なった。
　 選考基準である、委員合計総得点の６割を満たしていることから第一位指定管理者候補者として
選定された。
 　また、社会福祉法人川口市社会福祉事業団は、家庭・学校・地域との連携を密に図っており、地域
との共同性を育む取り組み等が高く評価された。
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